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名
を
自
書
で
き
な
い
者
の
た
め

に
は
代
理
投
票
の
制
度
が
認
め

・
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
普
通
の

丈
字
を
書
く
こ
と
の
で
き
な
い

盲
人
に
は
点
字
投
票
の
制
度
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
＝
，
…
…
…
＝
…
…
…
…
…
騨
…
…
…
昌
…
…
…
，
3
…
…
…
…
…
…
鱒
…
…
…
…
。
一
…
順
…
。
9
＝
…
…
ξ
…
…
…
ロ
…
．
9
一
…
。
2
9
三
●
り
P

特殊な投．票希

一松代町選挙管理委員会一
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衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
を
肝
前
に
ひ
か
え
て
、
公
明
選
挙
連
盟
等
の
民
．

間
団
体
を
中
心
と
し
て
「
選
挙
法
を
守
み
運
動
」
が
全
国
に
盛
り
あ
が

ろ
う
と
し
て
“
ま
す
。
こ
の
運
動
は
、
ー
立
候
補
者
、
政
党
、
一
般
有
権

者
に
ょ
っ
て
選
挙
法
が
正
し
く
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
．
選
挙
を
公

明
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
。
金
や
情
実
や
不
正
手
段
に
よ
っ
て
、

国
民
の
意
志
が
ま
げ
ら
れ
ず
、
正
し
く
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
に
し

て
い
ま
す
。
日
本
の
民
主
主
義
の
將
来
の
た
め
、
こ
の
選
挙
法
を
守
る

運
動
が
成
果
を
あ
げ
る
よ
う
望
ま
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
有
権
者
が
選
挙

に
参
加
し
、
政
治
に
責
任
を
も
つ
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す

　
選
挙
法
は
、
選
挙
人
の
意
思

が
自
由
に
表
明
さ
れ
、
選
挙
が

公
正
に
行
ネ
れ
る
た
め
に
、
巖

格
た
手
続
き
を
定
め
て
い
ま
す

た
と
え
ば
選
挙
人
が
投
票
に
加

わ
る
た
め
に
は
選
挙
の
当
日
み

ず
か
ら
投
票
所
に
行
っ
て
投
票

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま

た
、
選
挙
人
は
、
投
票
所
に
お

い
て
、
投
票
用
紙
に
み
ず
か
ら

候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
？
て

い
ま
す
。
，

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
嚴
格
な
手

続
き
に
例
外
を
認
め
な
．
い
と
、

た
と
え
ば
選
挙
の
当
日
遠
方
に

仕
事
に
出
か
け
る
者
と
か
身
体

に
故
障
が
あ
る
た
め
候
補
者
の

氏
名
を
自
書
で
き
な
い
者
は
、

せ
っ
か
く
の
選
挙
権
も
行
便
す

る
事
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
や
は
り
嚴
格
な
手

続
き
に
従
っ
て
で
は
あ
り
ま
す

が
、
，
有
権
者
の
な
る
べ
く
多
く

の
人
が
投
票
で
き
る
よ
う
に
特

別
な
手
段
を
認
め
て
い
ま
す
。

選
挙
の
当
日
、
み
ず
か
ら
投
票
．

所
に
行
っ
て
投
票
で
き
な
い
者

の
た
め
に
は
不
在
者
投
票
の
制

度
が
認
め
ら
れ
、
候
補
者
の
氏

不
在
者
投
票

　
こ
の
う
ち
ま
ず
不
在
者
投
票

の
制
度
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

制
痩
は
、
一
定
の
事
由
を
定
め

て
、
こ
れ
に
該
当
し
、
選
挙
の

当
日
投
票
の
で
き
な
い
も
の
に

選
挙
の
期
目
前
に
、
選
挙
人
の

属
す
る
投
票
区
の
投
票
所
以
外

の
場
所
で
投
票
す
る
こ
と
を
認

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

病
気
や
仕
事
の
都
合
で

　
　
　
投
票
す
る
こ
と
の
で
き
る
要
件

　
現
在
の
選
挙
法
は
、
不
在
者

投
票
の
で
き
る
要
件
を
次
の
と

お
り
定
め
て
．
い
ま
す
。

一
、
次
の
四
つ
の
事
由
の
う
ち

の
ど
れ
か
に
該
当
す
お
こ
と
。

・
0
選
挙
人
が
そ
の
罵
す
る
投

票
区
の
あ
る
市
町
村
の
区
域

　
外
に
お
い
て
職
務
又
は
業
務

　
に
從
事
中
で
あ
る
べ
き
事
。

　
②
選
挙
人
が
や
む
を
得
な
い

．
用
務
ま
た
は
事
故
の
た
め
そ

　
の
属
す
る
設
票
区
の
あ
る
市

　
町
村
の
区
域
外
に
旅
行
中
又

　
は
滞
在
中
で
あ
る
べ
き
事
。

．
③
選
挙
人
が
疾
病
、
負
傷
、

［
妊
娠
、
不
具
．
，
産
褥
に
あ
る

ー
た
め
歩
行
が
著
し
く
困
難
で

　
あ
る
べ
き
こ
と
。
ま
た
は
監

　
獄
、
．
少
年
院
、
婦
人
補
導
院

一
一
、

旧
み
ず
か
ら
投
票
所
に
行
っ
て

投
票
で
き
な
い
こ
と
。

三
、
そ
の
旨
が
証
明
さ
れ
る
こ

と
◎こ

の
要
件
を
み
た
す
者
は
、
9
不

在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る

投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
．
い

て
、
選
挙
の
期
日
の
公
示
（
ま

た
は
告
示
〉
の
あ
っ
た
日
か
ら

選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、

投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
．

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

に
収
容
中
で
あ
る
べ
き
こ
と

④
交
通
至
難
の
島
そ
の
他
の

地
で
命
令
で
定
め
る
地
域
に

居
住
中
、
滞
在
中
又
は
そ
の

地
域
に
お
い
て
職
務
、
業
務

に
從
事
中
で
あ
る
べ
き
事
。
ー

　
そ
の
た
め
に
、
選
挙
の
当

病
院
の
ベ
ツ
ト
の
上
で
も

　
　
　
不
．
在
者
投
票
の
で
き
る
場
所

　
さ
き
に
説
明
し
ま
し
た
よ
う

に
、
不
在
者
投
票
は
、
か
な
ら

ず
不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理

す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に

お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

、
不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
，
選

挙
人
が
自
分
の
登
録
さ
れ
て
い

る
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町

村
で
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
ハ
そ
の
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
不
在
者
投
票
の
行
ね
わ
れ
る

場
所
は
、
．
市
役
所
、
町
村
役
場

　
（
そ
の
支
所
、
出
張
所
な
ど
も

含
ま
れ
る
易
合
も
あ
り
ま
す
）

船
舶
、
指
定
病
院
、
・
国
立
保
養

所
な
ど
で
あ
り
、
投
票
を
記
載

す
る
場
所
は
、
投
票
の
秘
密
が

保
た
れ
、
不
正
の
手
段
か
行
な

わ
れ
な
い
よ
う
に
相
当
の
没
備

が
な
さ
れ
、
立
ち
会
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

，
指
定
病
院
に
入
院
中
の
患
者

は
、
原
則
と
し
て
ベ
ツ
ト
の
上

で
不
在
者
投
票
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
重
病
人
の
場
合
な
ど
歩
行

困
難
な
者
に
は
、
不
在
者
投
票

管
理
者
お
よ
び
立
合
人
が
現
在

す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
ベ
ツ
ト
の

上
で
投
票
さ
せ
て
も
よ
い
こ
ど

．
に
な
っ
て
い
ま
す
。
．
し
か
し
、

指
定
病
院
以
外
の
病
院
ま
た
は

自
宅
で
療
養
中
の
重
病
人
は
、
，

不
在
者
投
票
事
由
に
該
当
し
て

も
、
実
際
上
投
票
を
行
な
う
こ

と
は
で
さ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
（
松
代
病
院
は
不
在
者
投
票
指

　
定
病
院
に
な
っ
て
い
ま
す
）

の
委
員
長
で
あ
り
、
選
挙
人
が

現
に
職
務
な
ど
に
従
事
中
の
市

町
村
で
投
票
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
特
殊
な
不

在
者
投
票
管
理
者
と
し
て
、
都

道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指

定
す
る
病
院
（
指
定
病
院
）
の

院
長
、
国
立
保
養
所
の
所
長
、
・

船
長
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

〃
か
き
わ
け
よ
、
時
候
見
舞
や
後
援
会

　
　
　
ハ
リ
札
、
花
輪
、
も
の
見
、
接
待
〃
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「
義
理
や
人
情
に
ほ
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さ
れ

　
た
目
か
く
し
投
票
は
あ
ぶ
な

　
い
。
自
分
も
、
国
政
の
破
滅

　
も
こ
』
か
ら
と
い
う
こ
と
に

　
な
り
ま
す
。
」
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天
眼
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カ
ガ
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に
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’
候
補
者
の
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し
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し
を
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．

　
ま
し
よ
う
。
ウ
ソ
ツ
キ
だ
っ

　
た
り
、
汚
職
的
人
物
だ
っ
た

　
り
、
ホ
ラ
フ
キ
な
ん
て
の
は

　
真
平
ゴ
メ
ン
！
今
度
こ
そ
だ

　
ま
さ
れ
ぬ
よ
う
に
…
…
」

主
…
＝
三
7
．
3
三
＝
●
ぎ
三
y
3
三
…
●
一
り
三
葡
三
卿
…
…
」
。
・
三
7
●
●
・
三
…
…
＝
σ
亀
頓
三
三
一
鱒
…
3
三
。
9
・
5
三
塁
…
一
：
三
3
。
…
ぎ
三
三
三
ロ
一
一
燭
．
．
”
三
7
・
3
三
…
．
．
．
霊
．
．
p
一
》
◎
＆
蓄

　
　
♂

、
　
へ

し
～

　
　
～

願
M

　
　
（

　
　
、

お
｛

　
　
ゾ

ヘ
｝

者
～

　
　
め

　
　
へ

稼
晒

　
　
♂

出
岬

　
　
、

　
　
㌔

出稼する者についての選誉投票はどうするのか？

①
総
選
挙
の
告
示
予
定
の

．
＋
月
三
＋
日
ま
で
に
出

　
稼
さ
れ
る
人

　
役
場
又
は
、
奴
奈
川
支
所
の

配
給
の
窓
口
で
、
次
の
よ
う
に

取
扱
っ
■
て
い
ま
す
。

　
出
稼
等
の
た
め
異
動
証
明
等

を
モ
ラ
イ
に
来
た
人
に
対
し
て

は
、
出
稼
先
で
不
在
者
投
票
を

し
て
い
た
y
く
た
め
に
『
出
稼

さ
れ
る
有
権
者
の
皆
様
へ
」
と

印
刷
さ
れ
て
あ
る
封
筒
（
書
類
）

を
一
人
一
通
あ
て
、
お
渡
し
し

ま
す
。
封
筒
に
は
次
の
用
紙
が

入
っ
て
い
ま
す
。

　
①
お
知
ら
せ
　
　
　
一
枚

　
②
不
在
者
投
票
用
紙
及
び
同

　
　
封
筒
交
付
請
求
書
、
証
明

　
　
書
（
衆
院
用
赤
刷
一
枚
、

　
　
最
高
裁
判
官
用
黒
刷
一
枚

　
③
松
代
町
選
挙
管
理
委
員
会

　
．
あ
て
封
筒
　
　
一
枚

こ
の
書
類
を
お
渡
し
し
ま
す
か

ら
、
出
稼
地
へ
到
着
後
、
封
筒

の
中
に
「
お
知
ら
せ
」
に
書
い

て
あ
る
と
お
り
に
、
手
続
き
を

し
て
、
至
急
松
代
町
選
挙
管
理

委
員
会
へ
送
付
し
て
下
さ
い
。

管
理
委
員
会
で
は
、
そ
の
送
村

さ
．
れ
た
書
類
に
も
と
づ
い
て
「

投
票
要
領
の
お
し
ら
せ
」
と
・
「

投
票
用
紙
一
を
出
稼
地
へ
本
人

あ
て
急
送
し
ま
す
。
．

②
十
月
二
十
九
日
以
降
に

　
出
稼
さ
れ
る
人

　
十
月
三
十
日
（
告
示
予
定
の

日
）
か
ら
十
一
月
十
九
日
（
投

票
日
の
前
日
）
ま
で
毎
日
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま

で
の
間
、
本
人
か
ら
役
場
で
不

在
者
投
票
を
し
て
下
さ
い
。

（
日
曜
も
祭
日
も
取
扱
っ
て
い

ま
す
。
休
日
な
く
）

③
異
動
証
明
を
持
た
な
い

　
で
出
稼
さ
れ
る
人

　
都
合
に
よ
り
、
異
動
証
明
を

持
た
な
い
で
出
稼
さ
れ
る
方
も

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ

の
方
々
の
選
挙
投
票
は
ど
う
す

る
か
。
そ
れ
も
②
と
同
じ
方
法

で
す
か
ら
、
本
人
か
ら
役
場
で

不
在
者
投
票
を
し
て
下
さ
い
。

　　不在者投票のできる期間1ま…．・し・

選挙の期日の告示予定日　　l　O月30日から

選挙の期日の前日　　l　l月19日（予定）まで

　　　　　　場所は松代町役場又は松代町役場奴奈川支所
　　　　　　時間は毎日午前8時30分から午後5時まで


